
新 潟 県 柏 崎 市 電 気 自 動 車 等 購 入 補 助 金 交 付 要 綱  

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は 、 市 域 の 電 気 自 動 車 等 の 普 及 促 進 を 図 る た め 、 個

人 若 し く は 事 業 者 が 本 市 を 使 用 の 本 拠 と す る 電 気 自 動 車 等 を 購 入 す

る 経 費 又 は 個 人 が 電 気 自 動 車 等 の 購 入 と 併 せ て 充 電 設 備 を 設 置 す る

経 費 に 対 し 、予 算 の 範 囲 内 に お い て 補 助 金 を 交 付 す る こ と に つ い て 、

必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

（ 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 要 綱 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、 そ れ ぞ

れ 当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

⑴  個 人  本 市 に 住 所 を 有 す る 個 人 を い う 。  

⑵  事 業 者  本 市 に 事 務 所 若 し く は 事 業 所 を 有 す る 法 人 又 は リ ー

ス 取 引 に よ り 自 動 車 を 賃 貸 す る 事 業 者 で 、 市 内 の 個 人 又 は 事 業 者

に 貸 し 付 け る も の （ 以 下 「 リ ー ス 事 業 者 」 と い う 。 ） を い う 。  

⑶  補 助 事 業  個 人 又 は 事 業 者 が 新 潟 県 柏 崎 市 電 気 自 動 車 等 購 入

補 助 金 （ 以 下 「 補 助 金 」 と い う 。 ） の 交 付 対 象 と な る 電 気 自 動 車

等 （ 以 下 「 対 象 自 動 車 」 と い う 。 ） を 購 入 す る こ と 又 は 個 人 が 対

象 自 動 車 の 購 入 と 併 せ て 当 該 対 象 自 動 車 を 充 電 す る 設 備 （ 以 下

「 対 象 充 電 設 備 」 と い う 。 ） を 設 置 す る こ と を い う 。  

⑷  予 算  補 助 事 業 に よ り 取 得 し た 対 象 自 動 車 の 初 度 登 録 日 の 属

す る 会 計 年 度 の 予 算 を い う 。  

２  前 項 に 規 定 す る も の の ほ か 、 こ の 要 綱 に お い て 使 用 す る 用 語 は 、

新 潟 県 柏 崎 市 電 気 自 動 車 等 の 普 及 の 促 進 に 関 す る 条 例 （ 平 成 ２ １ 年

条 例 第 ４ ３ 号 ） に お い て 使 用 す る 用 語 の 例 に よ る 。  

（ 補 助 金 の 交 付 対 象 者 ）  

第 ３ 条  補 助 金 の 交 付 対 象 者 （ 以 下 「 対 象 者 」 と い う 。 ） は 、 市 税 を

滞 納 し て い な い 個 人 又 は 事 業 者 で 対 象 自 動 車 を 購 入 す る も の と す

る 。  
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２  対 象 者 は 、 １ 人 又 は １ 事 業 者 （ リ ー ス 事 業 者 を 除 く 。 ） 当 た り 対

象 自 動 車 ５ 台 （ リ ー ス 事 業 者 に あ っ て は 、 貸 し 付 け る 個 人 １ 人 又 は

１ 事 業 者 当 た り そ れ ぞ れ ５ 台 ） を 限 度 と し て 補 助 金 の 交 付 を 申 請 す

る こ と が で き る 。  

３  対 象 者 の う ち 個 人 は 、 前 ２ 項 の 規 定 に 加 え 、 対 象 充 電 設 備 の 設 置

に 係 る 補 助 を 受 け ら れ る も の と し 、 １ 人 当 た り 対 象 充 電 設 備 ５ 基 を

限 度 と し て 補 助 金 の 交 付 を 申 請 す る こ と が で き る 。  

（ 補 助 金 の 交 付 対 象 及 び 交 付 額 ）  

第 ４ 条  対 象 自 動 車 の 車 名 等 と 補 助 金 の 交 付 額 は 、 一 般 社 団 法 人 次 世

代 自 動 車 振 興 セ ン タ ー が 定 め る ク リ ー ン エ ネ ル ギ ー 自 動 車 導 入 促

進 補 助 金 実 施 細 則 （ 以 下 「 実 施 細 則 」 と い う 。 ） 別 表 １ （ ク リ ー ン

デ ィ ー ゼ ル 自 動 車 及 び 原 動 機 付 自 転 車 の 表 を 除 く 。 ） に 掲 げ る メ ー

カ ー 名 ・ 車 名 の 区 分 に 応 じ た 補 助 金 交 付 額 に 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 区

分 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め る 割 合 を 乗 じ て 得 た 額 （ １ 円 未 満 の 端 数

が あ る 場 合 に は 、 そ の 額 を 切 り 捨 て た 額 ） と す る 。 た だ し 、 対 象 自

動 車 は 、 給 電 機 能 を 有 す る 車 種 に 限 る も の と す る 。  

⑴  電 気 自 動 車  ５ 分 の １  

⑵  充 電 機 能 付 電 力 併 用 自 動 車  １ ０ 分 の １  

⑶  燃 料 電 池 自 動 車  ４ 分 の １  

２  対 象 自 動 車 は 、 実 施 細 則 に 規 定 す る 初 度 登 録 の 期 間 内 に 初 度 登 録

を 行 っ た 車 両 （ 既 に こ の 補 助 金 の 交 付 を 受 け た こ と の あ る 車 両 を 除

く 。 ） に 限 る も の と す る 。 た だ し 、 市 長 が 特 別 の 理 由 が あ る と 認 め

る と き は 、 こ の 限 り で な い 。  

３  対 象 充 電 設 備 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 全 て の 要 件 を 満 た す も の と す

る 。  

 ⑴  設 置 日 に お い て 、 一 般 社 団 法 人 次 世 代 自 動 車 振 興 セ ン タ ー が 定

め る ク リ ー ン エ ネ ル ギ ー 自 動 車 の 普 及 促 進 に 向 け た 充 電 ・ 充 て ん

設 備 等 導 入 促 進 補 助 金 の 交 付 対 象 と な る こ と 。  
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 ⑵  対 象 自 動 車 の 購 入 に 係 る 契 約 締 結 日 か ら 次 条 に 規 定 す る 補 助 金

申 請 期 限 ま で に 設 置 す る こ と 。  

 ⑶  市 内 の 対 象 自 動 車 保 管 場 所 に 設 置 す る こ と 。  

 ⑷  未 使 用 で あ る こ と 。  

４  対 象 充 電 設 備 の 交 付 額 は 、 対 象 充 電 設 備 の 購 入 費 及 び 設 置 工 事 費

（ 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 に 相 当 す る 額 を 除 く 。 ） （ 以 下 「 補 助 対 象

経 費 」 と い う 。 ） と し 、 １ 基 当 た り ２ 万 円 を 限 度 と す る 。 た だ し 、

対 象 充 電 設 備 に お い て 国 の 充 電 設 備 導 入 補 助 金 （ 以 下 「 国 補 助 金 」

と い う 。 ） の 交 付 を 受 け る 場 合 は 、 国 補 助 金 の 交 付 額 を 控 除 し た 額

を 補 助 対 象 経 費 と し 、 １ 基 当 た り ２ 万 円 を 限 度 と す る 。  

（ 補 助 金 の 交 付 申 請 及 び 実 績 報 告 ）  

第 ５ 条  補 助 金 の 交 付 を 申 請 し よ う と す る 者（ 以 下「 申 請 者 」と い う 。）

は 、 電 気 自 動 車 等 購 入 補 助 金 交 付 申 請 書 兼 実 績 報 告 書 （ 別 記 第 １ 号

様 式 ） を 申 請 車 両 の 初 度 登 録 日 か ら ２ か 月 を 経 過 す る 日 又 は 申 請 車

両 の 初 度 登 録 日 が 属 す る 会 計 年 度 の 末 日 の い ず れ か 早 い 日 ま で に

市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 補 助 金 の 交 付 決 定 ）  

第 ６ 条  市 長 は 、 前 条 に よ る 申 請 が あ っ た と き は 、 当 該 申 請 に 係 る 書

類 の 審 査 を 行 い 、 交 付 す る 場 合 に あ っ て は 電 気 自 動 車 等 購 入 補 助 金

交 付 決 定 通 知 書 兼 交 付 額 確 定 通 知 書 （ 別 記 第 ２ 号 様 式 ） に よ り 、 交

付 し な い 場 合 に あ っ て は 電 気 自 動 車 等 購 入 補 助 金 不 交 付 決 定 通 知

書 （ 別 記 第 ３ 号 様 式 ） に よ り 、 申 請 者 に 通 知 す る も の と す る 。  

（ 補 助 の 条 件 ）  

第 ７ 条  補 助 金 交 付 の 目 的 を 達 成 す る た め 、 補 助 金 の 交 付 決 定 を 受 け

た 者（ 以 下「 補 助 事 業 者 」と い う 。）が 、補 助 事 業 の 内 容 を 変 更 し 、

又 は 補 助 事 業 を 中 止 し 、 若 し く は 廃 止 し よ う と す る と き は 、 電 気 自

動 車 等 購 入 補 助 金 変 更 ・ 中 止 ・ 廃 止 申 請 書 （ 別 記 第 ４ 号 様 式 ） に よ

り 、 速 や か に 市 長 の 承 認 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  
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（ 交 付 額 の 確 定 ）  

第 ８ 条  市 長 は 、 第 ６ 条 の 規 定 に よ る 交 付 の 決 定 を し た と き は 、 併 せ

て 補 助 金 の 交 付 額 を 確 定 し 、 補 助 事 業 者 に 通 知 す る も の と す る 。  

（ 補 助 事 業 の 経 理 ）  

第 ９ 条  補 助 事 業 者 は 、 補 助 事 業 の 経 理 に つ い て 、 そ の 収 支 の 状 況 を

会 計 帳 簿 に よ っ て 明 ら か に し て お く と と も に 、 そ の 会 計 帳 簿 及 び 収

支 に 関 す る 証 拠 書 類 を 補 助 事 業 の 完 了 し た 日 の 属 す る 会 計 年 度 の

終 了 後 ５ 年 間 保 存 し て お か な け れ ば な ら な い 。  

（ 財 産 処 分 の 制 限 等 ）  

第 １ ０ 条  補 助 事 業 者 は 、 当 該 事 業 に よ っ て 取 得 し た 対 象 自 動 車 又 は

対 象 充 電 設 備 を 補 助 金 の 交 付 の 目 的 に 反 し て 使 用 し 、 譲 渡 し 、 交 換

し 、 廃 棄 し 、 又 は 担 保 に 供 し よ う と す る と き は 、 電 気 自 動 車 等 購 入

補 助 金 財 産 処 分 承 認 申 請 書 （ 別 記 第 ５ 号 様 式 ） に よ り 、 あ ら か じ め

市 長 の 承 認 を 受 け な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 対 象 自 動 車 に お い て

実 施 細 則 別 表 １ に 掲 げ る 処 分 制 限 期 間 を 経 過 し た 場 合 又 は 対 象 充

電 設 備 に お い て 別 表 に 規 定 す る 使 用 年 数 を 経 過 し た 場 合 は 、 こ の 限

り で な い 。  

２  市 長 は 、 補 助 金 の 交 付 業 務 の 適 正 な 運 営 を 図 る た め 、 必 要 な 範 囲

に お い て 、 補 助 事 業 者 そ の 他 補 助 事 業 の 関 係 人 に 対 し て 取 得 財 産 の

保 有 に 関 す る 調 査 を 行 う こ と が で き る 。  

（ 補 助 金 の 返 還 等 ）  

第 １ １ 条  市 長 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と 認 め た と き は 、

交 付 の 決 定 を 取 り 消 し 、 又 は 既 に 交 付 し た 補 助 金 の 一 部 若 し く は 全

部 を 返 還 さ せ る こ と が で き る 。  

⑴  補 助 事 業 の 方 法 等 が 不 適 当 と 認 め ら れ る と き 。  

⑵  こ の 要 綱 に 違 反 し た と き 。  

２  市 長 は 、 前 条 本 文 の 承 認 を し た と き は 、 当 該 承 認 を し た 補 助 事 業

者 に 既 に 交 付 し た 補 助 金 の 一 部 又 は 全 部 を 返 還 さ せ る こ と が で き



 

5/6  

る 。 こ の 場 合 に お い て 、 返 還 さ せ る 金 額 は 、 対 象 自 動 車 の 初 度 登 録

を し た 月 又 は 対 象 充 電 設 備 を 設 置 し た 月 か ら 交 付 の 目 的 に 反 し て

使 用 し 、 譲 渡 し 、 交 換 し 、 廃 棄 し 、 又 は 担 保 に 供 し た 月 の 前 月 ま で

を 使 用 月 数 と し 、 月 数 に 換 算 し た 別 表 に 規 定 す る 使 用 年 数 か ら 使 用

月 数 を 控 除 し た 数 値 を 当 該 月 数 に 換 算 し た 使 用 年 数 で 除 し て 得 た

数 値 に 応 じ て 算 出 し た 額 （ １ 円 未 満 の 端 数 が 生 じ た と き は 、 こ れ を

切 り 捨 て た 額 ） と す る 。  

３  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 補 助 事 業 に よ っ て 取 得 し た 対 象 自 動 車

又 は 対 象 充 電 設 備 の 処 分 が 補 助 事 業 者 又 は 使 用 者 の 責 め に 帰 さ な

い や む を 得 な い 事 由 に よ る も の で 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る

と き は 、 市 長 は 、 補 助 金 の 返 還 を 求 め な い も の と す る 。  

⑴  天 災 等 に よ っ て 、 補 助 事 業 で 取 得 し た 対 象 自 動 車 が 走 行 不 能 と

な り 抹 消 処 分 し た 場 合 又 は 補 助 事 業 で 取 得 し た 対 象 充 電 設 備 が

使 用 不 能 と な り 廃 棄 処 分 し た 場 合  

⑵  過 失 の な い 事 故 に よ っ て 、 補 助 事 業 で 取 得 し た 対 象 自 動 車 が 走

行 不 能 と な り 抹 消 処 分 し た 場 合 又 は 補 助 事 業 で 取 得 し た 対 象 充

電 設 備 が 使 用 不 能 と な り 廃 棄 処 分 し た 場 合  

⑶  そ の 他 市 長 が 特 に 認 め る 場 合  

（ 委 任 ）  

第 １ ２ 条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 、 必 要 な 事 項 に つ い て は 、 市

長 が 別 に 定 め る 。  

附  則  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 要 綱 は 、 令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 失 効 ）  

２  こ の 要 綱 は 、令 和 ９ 年 ３ 月 ３ １ 日 限 り 、そ の 効 力 を 失 う 。た だ し 、

補 助 金 の 支 払 に つ い て は 、 令 和 ９ 年 ５ 月 ３ １ 日 ま で の 間 は 、 廃 止 後
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の 柏 崎 市 電 気 自 動 車 等 購 入 補 助 金 交 付 要 綱 は 、 な お そ の 効 力 を 有 す

る 。  

附  則  

こ の 要 綱 は 、 令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

こ の 要 綱 は 、 令 和 ６ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

こ の 要 綱 は 、 決 裁 の 日 か ら 施 行 し 、 改 正 後 の 新 潟 県 柏 崎 市 電 気 自 動

車 等 購 入 補 助 金 交 付 要 綱 は 、 令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 適 用 す る 。  

 

別 表 （ 第 １ ０ 条 関 係 ）  

区 分  使 用 年 数  

充 電 コ ン セ ン ト  ３ 年  

充 電 コ ン セ ン ト を 除 く 充 電 設 備  ５ 年  

 


